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２回目 

① 津波想定の差 
(会社 0.5～2m、組合 4.9m) 

②建設予定庁舎

の概要 

「施策実施に関する確認メモ」の主旨からすれば、全運車職場での社員説明は、確認メモから逸脱す

るものだ。 

支社間調整が基本。どうしても考え方がまとまらないものは、本社が入っていくこともあり得る。 

横浜市が発表している想定で 4.9mは確認できた。4.9mは海抜 0mからの浸水予
測であり、建設予定地の海抜を考慮すると、津波想定に大きなズレはない。 

高さは10m以上。震度7まで耐えられる。液状化に対応した建物基礎工事をする。
レイアウトについては地本・支社間で議論する。津波到達まで 1時間を想定。1時間
以内に津波避難箇所に避難可能。避難場所に指定されれば、社員も避難先として
活用する。コンビナート火災は、横浜支社を窓口に自治体と連携する。 

① 確認メモを遵守し、施策に関わる社員説明を実施していく。 
② 次回交渉までに、各支社が社員説明をおこなった理由を把握し回答する。 

３支社にまたがる施策であり、支社間に関わる諸問題の解決方法を明らかにすること。 

組合提案した内容を現場に伝えることはこれまでもやってきた。今回の社員説明は、支社判断であり本社として答える立場にな

いが、労働条件等の施策細部に関わる団体交渉を行い、労使で認識を深めた上で、施策に関する社員説明をしていく。 

地本・支社間で議論することは前提だが、３支社にまたがり発生する問題について
は、本部・本社間で議論する！！ 

 
通常の 10月の自己申告書の面談は従来通り行い、詳細提案後、再度個々人の希望を聞いていく。 

 
横浜運輸区(仮称)、大田運輸区(仮称)、さいたま運転区(仮称)：京浜東北線 
相模原運輸区(仮称)：横浜線       さいたま車掌区(仮称)：京浜東北線、武蔵野線 

【各区の担当線区】 

 

相当規模の人事異動が発生する施策であり、一定規模の支社間異動が考えられる。 

 

現在の標準数規模は 1000名強であり、再編後も大きくは変わらず、5区所に分かれる。 
【各区の要員規模】 

 
・東京、横浜、八王子、大宮、千葉各支社は、首都圏で働くということの希望を聞いている。 
・その他 7支社は、採用された支社で勤務することを伝えてある。 
※首都圏とは、東京、横浜、八王子、大宮、千葉支社を指す。 

【Ｈ13年度以降、採用時に勤務する支社を決めているのではないか】 

 
これまでの異動と変わるものではなく、任用の基準に基づき、適性等を把握して決定していく。 
【異動の人選の基準】 

【支社間異動】 

 
・必ず現在の乗務線区とは言いづらい。様々な要素(現乗務線区、通勤事情等)を見て各支社で判断する。 
・施策の目的からしても、再編したその日から仕事ができるようにすることが基本。 

【再編後の配置箇所は現在の乗務線区を基本とするのか】 

【本人希望の聞き方】 


